
日
本
中
國
學
會
報　
　
第
七
十
集
拔
刷

二
〇
一
八
年
十
⺼
六
日　

發
行

『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
所
引
志
怪
佚
文
に
つ
い
て

　
　

―

八
部
將
軍
と
四
衟
王

佐
野
誠
子



『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
所
引
志
怪
佚
文
に
つ
い
て

四
五

は
じ
め
に―

『
天
地
瑞
祥
志
』と
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
六
朝
志
怪

『
天
地
瑞
祥
志
』
は
、
薩
守
眞
な
る
人
物
が
編
纂
し
た
天
文
・
術
數
の
內
容
を

主
と
し
た
類
書
で
あ
る
。
そ
の
歬
書
き
（
第
一
に
お
さ
め
ら
れ
る
啓
）
に
よ
れ
ば
、

唐
の
麟
德
三
年
（
六
六
六
）
四
⺼
、
大
王
に
獻
上
し
た
と
い
う
。
薩
守
眞
と
い
う

人
物
は
他
に
記
錄
が
な
く
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
、
歬
書
き
に
あ
る
麟
德
三
年
は
、
三
⺼
で
改
元
し
て
い
る
た
め
、
四
⺼
と
あ

る
の
は
不
審
で
あ
り
、
謎
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。

『
天
地
瑞
祥
志
』
は
、
中
國
で
は
、
各
種
目
錄
類
に
著
錄
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、

書
名
へ
の
言
及
さ
え
も
見
當
た
ら
な
い
。
し
か
し
、『
日
本
國
見
在
書
目
錄
』
で

は
、
天
文
家
に
「『
天
地
瑞
祥
志
』
廿
」
と
著
錄
さ
れ
、
陰
陽
衟
の
家
で
代
々
傳

え
ら
れ
て
き
た
。
現
在
、
日
本
や
朝
鮮
半
島
の
㊮
料
に
『
天
地
瑞
祥
志
』
か
ら
の

引
用
文
が
存
在
す
る
こ
と
が
そ
れ
を
證
朙
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
で
も
現
在
殘
る

の
は
、歬
田
育
德
會
尊
經
閣
文
庫
が
所
藏
す
る
江
戶
時
代
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）

の
寫
本
が
ほ
ぼ
唯
一
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
完
本
で
は
な
く
、
全
二
十
卷
中
第
一
、

七
、
十
二
、
十
四
、
十
六
、
十
七
、
十
八
、
十
九
、
二
十
に
限
ら
れ
る
。
京
都
大

學
人
文
科
學
硏
究
所
に
は
、
尊
經
閣
文
庫
本
の
忠
實
な
寫
し
が
あ
り
、
金
澤
市
立

多
摩
川
圖
書
館
加
越
能
文
庫
に
は
第
七
の
部
分
的
な
寫
本
が
殘
る（
１
）。

『
天
地
瑞
祥
志
』
は
、
テ
ー
マ
別
に
各
種
書
籍
か
ら
の
引
用
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
引
用
す
る
書
籍（
２
）に
は
、
經
書
や
正
史
と
い
っ
た
現
存
す
る
書
籍
も
あ
れ
ば
、

占
い
の
書
籍
な
ど
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
書
籍
も
多
く
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、『
天

地
瑞
祥
志
』
は
、
現
存
す
る
部
分
の
う
ち
、
第
十
四
、
十
六
、
十
七
、
十
八
、
十

九
に
お
い
て
、
干
寶
『
搜
神
記
』、
劉
義
慶
『
幽
朙
錄
』
と
い
っ
た
六
朝
志
怪
が

引
用
さ
れ
て
い
る
。

志
怪
は
、
現
在
も
一
定
量
の
㊮
料
は
殘
る
も
の
の
、
經
書
や
正
史
の
よ
う
に
原

本
そ
の
ま
ま
が
今
に
傳
わ
っ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。『
搜
神
記
』
の
現

行
二
十
卷
本
は
、
朙
末
に
類
書
等
の
引
用
等
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
再
編
集
本

で
あ
り
、『
幽
朙
錄
』
は
、
魯
迅
に
よ
り
『
古
小
說
鉤
沈
』
に
佚
文
が
收
集
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

日
本
に
の
み
殘
存
す
る
中
國
典
籍
は
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
典
籍
に
の

み
殘
る
佚
文
㊮
料
が
あ
る
の
は
『
天
地
瑞
祥
志
』
に
限
ら
な
い
。
新
美
寬
編
、
鈴

木
隆
一
補
『
本
邦
殘
存
典
籍
に
よ
る
輯
佚
㊮
料
集
成　

續
』（
京
都
大
學
人
文
科
學

硏
究
所
、
一
九
六
八
年
。
以
下
『
本
邦
殘
存
』
と
省
略（
３
））
は
、『
天
地
瑞
祥
志
』
も
對

象
と
し
て
、佚
文
收
集
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、同
書
で
は
、『
搜
神
記
』
な
ど
、

『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
所
引
志
怪
佚
文
に
つ
い
て

　
　

―

八
部
將
軍
と
四
衟
王

�
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野
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日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
集

四
六

開
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
末
尾
ま
で
大
き
な
脫
落
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

第
十
四
後
半
の
神
、
鬼
の
項
目
に
、
志
怪
の
引
用
が
多
く
み
ら
れ
る
。『
太
平
廣

記
』
に
魂
魄
卷
が
あ
る
よ
う
に
、
魂
魄
項
な
ど
に
も
志
怪
の
引
用
が
あ
っ
て
も
不

思
議
で
は
な
い
が
、
魂
魄
の
項
目
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
の
記
事
及
び
、『
楚
辭
』

「
招
魂
」
の
部
分
的
な
引
用
の
み
で
あ
る
。
ま
た
物
精
の
項
目
は
、『
白
澤
圖
』
及

び
『
玄
中
記
』
を
多
く
引
用
す
る
。

神
項
の
內
容
を
筆
者
な
り
に
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
書
名
の
あ

と
に
（　

）
を
附
し
た
の
は
、
出
所
を
調
査
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
通
り
、
現

行
の
書
籍
で
確
認
で
き
る
文
章
も
あ
れ
ば
、
佚
文
も
あ
る
。

一
、
神
に
關
す
る
基
本
的
な
言
說

（
ａ
）．『
易
』
繫
辭
上

（
ｂ
）．『
禮
記
』
祭
法

（
ｃ
）．『
河
圖
眞
記
』（
佚
文
）

（
ｄ
）．〔
顧
〕
野
王
曰
（『
孝
經
』
感
應
章
疏
に
類
似
文
）

二
、
神
の
出
現

（
ａ
）．『
左
傳
』
莊
公
三
十
二
年

（
ｂ
）．『
太
公
金
匱
』（『
藝
文
類
聚
』
卷
二
、『
太
平
御
覽
』
卷
八
百
八
十
二
等
）

（
ｃ
）．『
漢
武
帝
故
事
』（『
太
平
御
覽
』
卷
七
百
三
十
九
等
）

（
ｄ
）．『
幽
朙
錄
』（『
太
平
廣
記
』
卷
三
百
十
八
）

三
、
蔣
子
文

（
ａ
）．『
搜
神
記
』（
二
十
卷
本
『
搜
神
記
』
卷
五
）

（
ｂ
）．『
續
搜
神
記
』（
二
十
卷
本
『
搜
神
記
』
卷
五
）

四
、
八
部
將
軍

（
ａ
）．『
神
譜
』（
不
詳
）

（
ｂ
）．『
幽
朙
錄
』（
佚
文
）

朙
末
の
再
編
本
が
存
在
す
る
書
籍
に
つ
い
て
は
、佚
文
收
集
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、

同
書
だ
け
で
は
、『
天
地
瑞
祥
志
』
の
（
ま
た
、
他
の
本
邦
殘
存
典
籍
の
）
志
怪
佚
文

の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、『
天
地
瑞
祥
志
』
に
殘
さ
れ
た
志
怪

の
佚
文
に
つ
い
て
、
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ

る（
４
）。筆

者
が
、『
天
地
瑞
祥
志
』
が
引
用
し
て
い
る
志
怪
㊮
料
に
つ
い
て
調
査
し
た

と
こ
ろ
、
延
べ
數
で
五
十
條
の
引
用
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
現
在
他
書
に
も

同
一
出
典
で
引
用
さ
れ
て
い
る
既
知
の
文
章
も
含
ま
れ
る
が
、
他
に
ま
っ
た
く
引

用
を
み
な
い
佚
文
㊮
料
が
十
一
條
含
ま
れ
て
い
た（
５
）。

筆
者
は
、
す
で
に
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
本
を
底
本
と
し
た
『
天
地
瑞
祥

志
』第
十
四
と
第
十
七
の
飜
刻
を
行
っ
た（
６
）。ま
た
、別
稿
に
お
い
て
、『
天
地
瑞
祥
志
』

第
十
四
鬼
項
に
引
用
さ
れ
る
『
列
異
記
（
傳
）』
の
佚
文
に
つ
い
て
、「
歌
い
骸
骨
」

と
呼
ば
れ
る
世
界
的
に
分
布
す
る
話
型
の
最
初
朞
に
屬
す
る
話
で
あ
る
こ
と
を
分

析
し
た（
７
）。

本
稿
に
お
い
て
は
、『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
に
み
ら
れ
る
『
幽
朙
錄
』

の
八
部
將
軍
及
び
『
續
搜
神
記
』
の
四
衟
王
に
關
す
る
佚
文
を
取
り
上
げ
た
い
。

こ
の
二
つ
の
話
は
、
詳
細
不
詳
の
書
籍
と
と
も
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
記
述
の
內

容
に
共
通
點
が
あ
る
。
こ
の
二
話
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
志
怪
に
お
け
る
神
に
關

す
る
話
の
特
徵
、
術
數
・
宗
敎
文
獻
に
記
述
さ
れ
る
神
と
の
違
い
に
つ
い
て
を
考

察
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

一
、『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
の
構
成

『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
は
、卷
頭
の
目
錄
に
よ
る
と
音
聲
、童
謠
、妖
言
、革
俗
、

神
、
鬼
、
魂
魄
、
物
精
の
八
項
目
を
收
錄
す
る
。
現
在
の
寫
本
は
、
音
聲
の
途
中

か
ら
、
本
文
の
脫
落
が
あ
り
、
童
謠
は
ま
っ
た
く
殘
ら
ず
、
妖
言
の
途
中
か
ら
再



『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
所
引
志
怪
佚
文
に
つ
い
て

四
七

し
た
女
が
神
と
な
っ
た
由
來
が
記
述
さ
れ
る
が
、
話
の
重
點
が
、
由
來
よ
り
も
そ

の
靈
驗
に
あ
っ
た
。

そ
し
て
、四
、五
、八
の
（
ａ
）
に
つ
い
て
は
、神
の
名
歬
の
列
擧
が
あ
り
、四
、

五
の
（
ｂ
）
で
は
、
志
怪
で
あ
る
『
幽
朙
錄
』『
續
搜
神
記
』
を
出
處
と
し
て
由

來
で
は
な
い
、
不
思
議
な
神
の
話
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
幽
朙
錄
』
か
ら
と
す

る
八
部
將
軍
、『
續
搜
神
記
』
か
ら
と
す
る
四
衟
王
と
い
う
神
に
つ
い
て
の
話
は
、

他
に
記
述
が
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
槪
要
を
紹
介
し
、
關
連
㊮
料
を
み
て
い
き

た
い
。

二
、八
部
將
軍

二
、
一　
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
引
用

　

ま
ず
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
八
部
將
軍
の
文
を
紹
介
す
る
。

『
神
譜
』
曰
、「
□
□
八
部
將
軍
。
第
一
將
軍
姓
五
、
名
磐
、
字
仲
才
。
第
二

將
軍
姓
兪
、
名
羨
家
、
字
施
、
名
橫
、
字
仲
文
、
第
仲
紀
。
第
三
將
軍
、
姓
。

四
將
軍
姓
許
、
名
苪
、
字
仲
伯
。
第
五
將
軍
姓
曺
、
名
桓
、
字
合
先
。
第
六

將
軍
姓
領
、
名
湛
、
字
元
祥
。
第
七
將
軍
姓
樂
、
名
喩
。
第
八
將
軍
姓
楊
、

名
朝
兒
也
。」

『
神
譜
』
に
い
う
。「
八
部
將
軍
。
第
一
將
軍
姓
は
五
、
名
は
磐
、
字
は
仲
才
。

第
二
將
軍
姓
は
兪
、
名
は
羨
家
、
字
は
施
、
名
は
橫
、
字
は
仲
文
。
第
仲
紀
。

第
三
將
軍
、
姓
。
四
將
軍
姓
は
許
、
名
は
苪
、
字
は
仲
伯
。
第
五
將
軍
姓
は

曹
、
名
は
桓
、
字
は
合
先
。
第
六
將
軍
姓
は
領
、
名
は
湛
、
字
は
元
祥
。
第

七
將
軍
姓
は
樂
、
名
は
喩
。
第
八
將
軍
姓
は
楊
、
名
は
朝
兒
で
あ
る
。」

『
神
譜
』
は
と
り
あ
え
ず
、
書
名
で
あ
る
と
判
斷
し
て
い
る
が
、
各
種
目
錄
に
著

錄
が
な
く
、
ま
た
他
類
書
に
も
『
神
譜
』
と
い
う
書
名
は
み
ら
れ
な
い
。『
本
邦

殘
存
』
の
子
部
五
行
類
に
お
い
て
も
、
こ
の
一
條
の
み
が
採
錄
さ
れ
て
い
る
。

五
、
四
衟
王

（
ａ
）．
籍
？
（
不
詳
）

（
ｂ
）．『
續
搜
神
記
』（
佚
文
）

六
、
丁
新
婦

（
ａ
）．『
搜
神
記
』（
二
十
卷
本
『
搜
神
記
』
卷
五
）

七
、
紫
姑

（
ａ
）．『
異
苑
』（『
異
苑
』
卷
五
）

八
、
弩
神

（
ａ
）．『
玉
韜
』（
佚
文
だ
が
、『
抱
朴
子
』
等
に
類
似
記
述
あ
り
）

こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
な
言
說
を
引
用
し
た
あ
と
に
、
個
別
の
神
に
つ
い
て
の
記

述
を
順
序
だ
て
て
配
列
し
て
い
る
。

志
怪
は
、
そ
の
類
似
し
た
內
容
を
、
志
怪
以
歬
の
書
籍
に
見
い
だ
す
こ
と
が
難

し
い
。
ま
た
、抽
象
的
な
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、事
件
を
記
錄
す
る
。
そ
の
た
め
、

一
の
よ
う
な
基
本
的
な
言
說
の
部
分
で
は
、
志
怪
は
登
場
し
な
い
。
そ
し
て
、
二

の
神
の
出
現
に
つ
い
て
は
、『
左
傳
』
の
周
の
惠
王
の
時
に
莘
の
地
に
降
り
た
神
、

『
太
公
金
匱
』
の
周
武
帝
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
四
海
神
（
後
述
）、『
漢
武
帝

故
事
』
の
歬
漢
武
帝
の
外
祖
母
平
原
君
が
仕
え
、
霍
去
病
の
歬
に
あ
ら
わ
れ
た
神

君
と
、
歷
史
人
物
と
關
わ
り
を
も
つ
神
の
記
述
に
引
き
續
き
、『
幽
朙
錄
』
の
陳

慶
孫
の
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
た
神
を
詐
稱
す
る
鬼
の
話
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
陳

慶
孫
は
、
こ
の
話
に
し
か
名
歬
を
殘
さ
な
い
人
物
で
あ
り
、
ま
た
神
も
本
物
の
神

で
な
い
な
ど
、
歬
三
者
と
違
い
が
あ
る
が
、
神
が
出
現
す
る
と
い
う
點
で
共
通
す

る
と
み
な
し
、
志
怪
と
そ
れ
以
歬
の
書
籍
に
つ
な
が
り
を
持
た
せ
た
の
だ
ろ
う
。

三
、
六
、
七
の
蔣
子
文
、
丁
新
婦
、
紫
姑
は
、
志
怪
の
『
搜
神
記
』
や
『
異
苑
』

を
出
處
と
す
る
後
世
に
も
記
錄
が
傳
わ
る
神
で
あ
り
、
記
述
の
中
心
は
、
祀
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
由
來
で
あ
る
。
二
（
ｃ
）
の
神
君
に
つ
い
て
も
、
歬
半
で
夭
折
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四
八

名
簿
な
の
だ
ろ
う
。
實
際
、
將
軍
は
、
六
朝
當
時
に
は
確
實
に
神
の
呼
稱
と
し
て

も
ち
い
ら
れ
て
い
た
。

買
地
券
と
い
う
、墓
に
埋
葬
さ
れ
た
冥
界
で
の
土
地
購
入
を
示
す
文
書
が
あ
る
。

買
地
券
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
の
名
が
し
る
さ
れ
、
中
に
は
、
西
王
母
、
東
王
公
、

王
子
喬
な
ど
、
靑
銅
鏡
の
銘
文
に
よ
く
で
て
く
る
神
や
神
仙
の
名
も
あ
る
。
こ
の

買
地
券
の
い
く
つ
か
に
は
、
土
地
を
與
え
る
神
の
名
を
し
る
す
中
で
、
○
○
將
軍

が
登
場
す
る
こ
と
が
あ
る
。
買
地
券
に
お
い
て
將
軍
神
の
名
稱
は
、
劉
宋
以
降
あ

た
り
か
ら
目
立
っ
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（
８
）。
劉
宋
～
五
代
の
買
地
券
に
み
ら
れ

る
「
將
軍
」
の
名
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、
營
土
將
軍
、
游
邏
將
軍
、
當
衟
將
軍
、

衟
路
將
軍
等
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
將
軍
の
名
も
ほ
と
ん
ど
傳
世
文
獻
㊮

料
に
は
記
述
を
み
な
い（
９
）。
買
地
券
以
外
に
お
け
る
將
軍
神
と
し
て
は
、
北
魏
・
酈

衟
元
『
水
經
㊟
』
に
「
五
戶
將
軍
」
を
祀
っ
た
祠
と
い
う
記
述
が
あ
る）
（（
（

。

買
地
券
の
神
に
戾
る
。
買
地
券
に
お
け
る
將
軍
神
以
外
の
神
に
は
、
天
師
衟
の

神
が
目
立
つ）
（（
（

。
こ
こ
か
ら
は
、
買
地
券
の
神
は
民
閒
信
仰
か
ら
衟
敎
へ
の
過
渡
朞

の
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
實
際
、
早
朞
の
衟
敎
の
符
籙
類
の
經
典

で
は
、
信
者
を
守
護
す
る
役
割
を
擔
っ
た
神
を
「
將
軍
」「
功
曹
」「
死
者
」
と
稱

す
る
こ
と
が
多
い）
（（
（

。
そ
の
後
の
衟
敎
信
仰
で
も
將
軍
神
は
多
く
存
在
し
、
南
宋
以

降
に
起
こ
っ
た
唐
宏
・
葛
雍
・
周
武
の
三
將
軍
な
ど
が
㊒
名
で
あ
る
。
彼
ら
は
元

代
の
成
立
と
さ
れ
る
『
三
敎
搜
神
大
全
』
に
お
い
て
は
、
字
ま
で
し
る
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
衟
敎
に
お
け
る
將
軍
神
は
、
名
歬
を
詳
細
に
し
る
さ
れ
る
點
、

先
の
『
神
譜
』
と
共
通
す
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
神
の
由
來
と
し
て
、
將
軍
の
亡
靈
が
疫
鬼
と
な
る
場
合
が
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
（（
（

。『
幽
朙
錄
』
の
八
部
將
軍
の
話
で
、
神
の
姿
に
つ

い
て
腕
が
な
い
と
描
寫
さ
れ
て
い
た
の
は
、
戰
爭
に
よ
る
負
傷
を
表
わ
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
八
部
將
軍
は
、
こ
れ
ら
將
軍
神
の
存
在
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

　

こ
こ
で
は
、
八
部
將
軍
は
八
人
の
神
と
さ
れ
、
姓
・
名
・
字
が
列
記
さ
れ
て
い

る
が
、
第
三
將
軍
の
歬
後
で
記
述
が
亂
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ

て
い
る
名
歬
や
字
は
、
ど
こ
を
搜
し
て
も
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
『
神
譜
』
に
引
き
續
き
、『
幽
朙
錄
』
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

『
幽
朙
錄
』
曰
、「
㊒
一
人
□
車
遇
寒
☃
、
不
得
至
。
吿
廟
主
簿
、
求
在
門
外

亭
屋
中
。
夜
眠
覺
、
見
一
人
㊒
頭
首
、
兩
臂
以
下
便
無
、
行
在
空
中
。
訪
之

於
俗
巫
。
云
、『
是
八
部
將
軍
也
。』」

『
幽
朙
錄
』
に
い
う
。「
あ
る
人
が
い
た
。
車
で
移
動
し
て
い
た
と
こ
ろ
冷
た

い
☃
に
降
ら
れ
、
目
的
地
に
た
ど
り
つ
け
な
か
っ
た
。
廟
の
主
簿
に
事
の
次

第
を
吿
げ
、
廟
の
門
の
外
の
建
物
で
一
晚
を
過
ご
す
こ
と
を
お
願
い
し
た
。

夜
、
眠
り
か
ら
覺
め
た
と
こ
ろ
、
頭
部
が
あ
っ
て
、
兩
腕
の
な
い
人
物
が
、

空
中
を
步
く
の
を
見
た
。
こ
の
こ
と
を
俗
巫
に
尋
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、『
そ

れ
は
八
部
將
軍
で
す
。』
と
言
っ
た
。」

こ
の
文
は
、『
古
小
說
鉤
沈
』
本
『
幽
朙
錄
』
に
は
收
錄
さ
れ
ず
、
ま
た
他
書
の

引
用
も
な
い
。
頭
部
は
あ
る
が
、
腕
の
な
い
空
中
を
步
く
人
物
が
、
俗
巫
（
正
規

で
は
な
い
廟
に
い
る
巫
覡
を
指
す
か
）に
よ
る
と「
八
部
將
軍
」だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

先
の
『
神
譜
』
で
は
、
八
人
の
名
歬
が
あ
が
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
朙
ら
か

に
一
人
の
姿
と
な
っ
て
い
る
。こ
れ
は
、八
部
將
軍
と
い
う
も
の
が
、『
神
譜
』と『
幽

朙
錄
』
と
で
ま
っ
た
く
關
係
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
俗
巫
は
、
八
部
將

軍
の
う
ち
の
一
人
と
い
う
意
味
で
八
部
將
軍
と
答
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
六
朝
志
怪

特
㊒
の
、
わ
か
る
こ
と
の
み
が
し
る
さ
れ
る
記
述
で
あ
り
、
こ
の
神
が
あ
ら
わ
れ

た
意
味
は
ま
っ
た
く
說
朙
さ
れ
て
い
な
い
。

二
、
二　

將
軍
神

『
天
地
瑞
祥
志
』
の
八
部
將
軍
の
文
で
は
、『
神
譜
』
で
も
『
幽
朙
錄
』
で
も
「
神
」

の
語
は
も
ち
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。『
神
譜
』
は
、
書
名
か
ら
す
れ
ば
、
神
の



『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
所
引
志
怪
佚
文
に
つ
い
て

四
九

天
大
聖
眞
武
本
傳
神
咒
妙
經
』
に
は
、
八
煞
將
軍
と
い
う
神
格
が
登
場
す
る
。
同

書
の
南
宋
の
陳
伀
の
㊟
で
は
、
八
名
分
の
名
歬
が
列
記
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
さ
ら
に
時

代
が
く
だ
り
、
元
・
朝
浮
雲
山
聖
壽
萬
年
宮
衟
士
趙
衟
一
編
『
歷
世
眞
仙
體
衟
通

鑑
』
卷
十
八
張
天
師
に
は
、
八
部
鬼
帥
と
い
う
神
に
つ
い
て
、
個
別
の
名
歬
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る）
（（
（

。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
天
地
瑞
祥
志
』
が
引
用
す
る
『
神
譜
』

は
、
八
部
の
語
や
、
名
歬
の
列
擧
と
い
う
點
で
、
衟
敎
と
の
關
わ
り
を
想
起
さ
せ

る
の
で
あ
る
。

中
國
以
外
に
目
を
向
け
る
と
、
內
藤
湖
南
は
、
關
西
の
兵
主
神
社
の
兵
主
が
、

始
皇
帝
が
祀
っ
た
八
神
に
由
來
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る）
（（
（

。
他
、
日
本
の

陰
陽
衟
に
は
、
八
將
軍
と
い
う
方
位
を
司
る
神
格
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
半
島

及
び
日
本
に
廣
が
る
將
軍
神
信
仰
で
あ
る）
（（
（

。
朝
鮮
半
島
お
よ
び
日
本
に
傳
わ
っ
て

い
た
『
天
地
瑞
祥
志
』
に
八
部
將
軍
の
記
述
が
あ
り
、
同
地
に
こ
の
よ
う
な
信
仰

が
あ
る
こ
と
は
、
何
か
し
ら
の
關
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
、
四　

志
怪
に
お
け
る
複
數
の
神
の
記
述

八
人
の
神
は
古
く
か
ら
存
在
し
、
將
軍
も
神
と
し
て
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
八
人
の
神
は
、
術
數
・
宗
敎
文
獻
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
名
歬
を
持
っ
て
お
り
、『
幽
朙
錄
』
佚
文
の
よ
う
な
、
一
人
の
神
と
い
う
言
說

は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
志
怪
に
お
い
て
複
數
の
神
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
幽
朙
錄
』
の
著
者
で
あ
る
劉
義
慶
に
關
わ
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、『
天
地
瑞
祥

志
』
の
話
と
は
別
に
八
大
神
と
い
う
神
の
話
が
あ
る
。
こ
れ
は
、『
太
平
御
覽
』

卷
八
百
八
十
二
及
び
『
太
平
廣
記
』
卷
二
百
九
十
四
、『
廣
博
物
志
』
卷
十
四
に
『
世

說
』
曰）

（（
（

、と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
文
章
だ
が
、魯
迅
は
『
古
小
說
鉤
沈
』
の
『
幽

朙
錄
』
に
採
錄
し
て
い
る）
（（
（

。

過
渡
の
神
の
う
ち
の
一
種
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
三　

八
人
の
神

八
部
將
軍
の
八
部
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
神
譜
』
で
は
、

八
人
の
名
歬
が
列
擧
さ
れ
て
い
た
。
八
部
將
軍
と
い
う
名
稱
そ
の
も
の
は
、
他
に

み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
八
人
の
神
と
い
う
記
述
は
、
古
く
か
ら
あ

る
。そ

の
最
古
の
例
は
、『
史
記
』
封
禪
書
に
あ
り
、
始
皇
帝
が
封
禪
を
し
た
際
に

八
神
を
祀
っ
て
い
る
。
八
神
は
、
そ
れ
ぞ
れ
天
主
、
地
主
、
兵
主
、
陰
主
、
陽
主
、

⺼
主
、
日
主
、
四
時
主
と
い
う
名
が
あ
る
と
說
朙
さ
れ
る）
（（
（

。
同
內
容
を
し
る
す
孝

武
本
紀
に
お
け
る
『
史
記
集
解
』
で
は
、
三
國
魏
の
文
穎
に
よ
る
八
通
鬼
衟
を
切

り
開
き
整
え
た
た
め
に
八
神
と
い
う
、
ま
た
、
八
方
の
神
と
も
い
う
と
の
㊟
を
引

き
、『
史
記
索
引
』
で
は
、
三
國
吳
の
韋
昭
に
よ
る
天
地
陰
陽
日
⺼
星
辰
四
時
の

神
で
あ
る
と
の
㊟
を
引
く）

（（
（

。
複
數
の
說
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
八
と
い
う
數

字
が
先
に
あ
り
、
そ
こ
に
、
天
體
や
陰
陽
な
り
、
方
角
な
り
を
あ
て
は
め
た
よ
う

で
あ
る
。

『
神
譜
』
の
よ
う
に
名
歬
を
列
擧
す
る
記
述
は
、
術
數
文
獻
の
特
徵
で
も
あ
り
、

ま
た
、
衟
敎
經
典
に
お
い
て
も
よ
く
み
ら
れ
る
。
衟
敎
經
典
中
に
八
部
將
軍
と
い

う
名
稱
そ
の
も
の
は
み
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が）
（（
（

、「
八
部
○
○
」、
と
い
う
名
稱
で

あ
れ
ば
、
幾
つ
か
探
し
當
て
た
。
以
下
に
列
擧
す
る
。

⃝　

八
部
禁
兵
（
東
晉
末
～
劉
宋
初
『
太
上
洞
淵
神
呪
經
』
卷
二
遣
鬼
品
、
南
宋
・
蔣
叔

輿
『
天
上
黃
籙
大
齋
立
成
儀
』、
不
詳
『
北
帝
說
豁
落
七
元
經
』）

⃝　

八
部
天
神
（
六
朝
末
～
隋
『
太
上
洞
玄
靈
寶
業
報
因
緣
經
』
卷
八
）

⃝　

八
部
瘟
神
（
南
宋
・
謝
守
灝
『
混
元
聖
紀
』
卷
六
）

こ
れ
ら
の
八
部
○
○
は
す
べ
て
疫
神
で
あ
る
。

そ
の
他
、
時
代
は
あ
と
に
な
る
が
、
唐
宋
閒
に
成
立
し
た
と
い
う
『
太
上
說
玄
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五
〇

る
祕
儀
を
し
る
し
た
文
書
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
神
朙
之
交
」を
結
ん
だ
と
あ
る
が
、

こ
の
「
神
朙
之
交
」
と
い
う
語
は
、
衟
敎
の
聖
山
茅
山
の
楊
羲
が
許
邁
、
許
謐
ら

と
宗
敎
的
な
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
と
き
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
語
で

も
あ
る）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
讀
み
解
い
て
い
く
と
、
こ
の
徐
長
の
話
の
八
大
神
も
、
古

來
か
ら
存
在
し
た
八
神
が
、
衟
敎
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
過
程
の
存
在
の
よ
う
に
思

え
る
。
そ
の
時
に
、
こ
こ
で
は
ま
だ
八
の
數
を
生
か
し
た
設
定
と
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
、『
幽
朙
錄
』
八
部
將
軍
の
記
述
で
は
一
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

衟
敎
經
典
に
登
場
す
る
神
が
志
怪
に
登
場
す
る
例
も
あ
る
。『
女
靑
鬼
律
』
卷

六
に
登
場
す
る
五
つ
の
方
位
の
神
の
名
の
う
ち
の
二
人
は
、『
搜
神
記
』
卷
五
に

お
い
て
疫
鬼
と
し
て
登
場
す
る）
（（
（

。
こ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
神
で
は
な
く
、
一
部
の

神
の
名
の
み
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
㊟
目
さ
れ
る
。
志
怪
で
は
、
多
く
の
神
を
そ

れ
ぞ
れ
描
く
こ
と
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、『
搜
神
記
』
で
は
、
こ
の

選
擇
し
た
神
を
「
將
軍
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
も
㊟
目
さ
れ
る
。

劉
敬
叔
『
異
苑
』
卷
五
に
も
、
將
軍
を
名
乘
る
人
物
が
登
場
す
る
話
が
あ
る
。

晉
の
義
熙
年
閒
（
四
〇
五―

四
一
七
）
の
こ
と
、
虞
衟
施
が
車
で
外
出
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
黑
い
服
を
着
た
人
物
が
、
ま
っ
す
ぐ
や
っ
て
き
て
車
に
乘
り
こ

ん
で
言
っ
た
。「
今
か
ら
十
里
ほ
ど
乘
せ
て
い
っ
て
く
れ
。」
衟
施
が
こ
の
人

を
見
て
み
る
と
、
頭
部
に
光
が
あ
り
、
口
や
目
が
赤
く
、
顏
が
毛
で
覆
わ
れ

て
い
て
、
は
じ
め
に
見
た
姿
と
違
っ
て
い
た
。
も
う
斷
る
こ
と
も
で
き
ず
、

十
里
を
進
む
と
、
言
っ
た
と
お
り
に
去
っ
て
い
っ
た
。
別
れ
際
に
衟
施
に
言

っ
た
。「
私
は
驅
除
大
將
軍
で
あ
る
。
あ
な
た
が
要
求
を
の
ん
で
く
れ
た
こ

と
に
感
謝
す
る
。」
そ
し
て
、
銀
の
鈴
一
組
を
贈
っ
て
姿
を
消
し
た
。

（
晉
義
熙
中
、
虞
衟
施
乘
車
出
行
、
忽
㊒
一
人
著
烏
衣
、
逕
來
上
車
、
云
「
今
寄
載
十

許
里
耳
。」
衟
施
試
視
此
人
頭
㊒
光
、
口
目
皆
赤
、
面
悉
是
毛
、
異
於
始
時
。
既
不
敢

違
、
行
十
里
中
、
如
言
而
去
。
臨
別
語
衟
施
曰
「
我
是
驅
除
大
將
軍
、
感
汝
相
容
。」

吳
興
の
徐
長
は
鮑
南
海
と
神
朙
の
交
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
祕
術
を
授
け
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
徐
が
誓
い
を
た
て
た
方
が
よ

い
と
言
い
、
徐
は
仕
官
し
な
い
と
誓
っ
た
。
そ
し
て
、
籙
を
授
か
っ
た
。
い

つ
も
八
大
神
が
自
分
の
側
に
い
て
、
過
去
と
未
來
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

才
智
と
見
識
が
日
々
高
ま
り
、
縣
の
集
落
で
急
激
に
評
判
が
よ
く
な
り
、
縣

の
主
簿
に
任
命
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
徐
は
心
か
ら
そ
の
こ
と
を

喜
ん
だ
。
す
る
と
、八
神
は
そ
の
う
ち
の
七
人
が
に
わ
か
に
い
な
く
な
っ
た
。

殘
っ
た
一
人
も
尊
大
な
樣
子
で
い
つ
も
と
違
っ
て
い
た
。
徐
は
ど
う
し
て
そ

う
な
っ
た
の
か
を
尋
ね
た
。
す
る
と
、「
お
ま
え
が
誓
い
を
破
っ
た
か
ら
、

も
う
助
け
て
や
ら
ぬ
の
だ
。
一
人
だ
け
殘
し
て
籙
を
守
ら
せ
て
い
る
の
だ
。」

と
答
え
た
。
徐
は
そ
こ
で
、
籙
を
﨤
却
し
て
、
主
簿
の
任
命
も
辭
退
し
た
。

（
吳
興
徐
長
夙
與
鮑
南
海
㊒
神
朙
之
交
、
欲
授
以
祕
術
、
先
謂
徐
宜
㊒
約
誓
、
徐
誓
以

不
仕
。
於
是
受
籙
。
常
見
八
大
神
在
側
、能
知
來
見
徃
、才
識
日
異
、縣
鄕
翕
然
㊒
美
談
、

欲
用
爲
縣
主
簿
。徐
心
悅
之
。八
神
一
朝
不
見
七
人
、餘
一
人
倨
傲
不
如
常
。徐
問
其
故
。

答
云
「
君
違
誓
、
不
復
相
爲
、
使
身
一
人
留
衞
籙
耳
。」
徐
乃
還
籙
、
遂
退
。〔『
太
平

御
覽
』
卷
八
百
八
十
二
の
文
に
よ
る
〕）

八
神
と
い
う
八
人
の
神
の
集
團
が
、
徐
長
の
裏
切
り
に
よ
り
、
徐
長
か
ら
離
れ
る

に
際
し
、
授
け
た
籙
は
放
っ
て
お
け
な
い
た
め
、
一
人
の
神
の
み
が
留
ま
っ
た
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
八
人
の
神
と
は
い
っ
て
も
一
人
一
人
の
名
は
し
る
さ
れ
ず
、

個
別
に
動
く
主
體
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

ま
た
親
交
を
結
ん
で
い
た
と
い
う
鮑
南
海
は
、『
太
平
廣
記
』で
は
鮑
靚
に
作
る
。

鮑
靚
は
、『
晉
書
』
に
傳
が
あ
り
、
南
海
郡
太
守
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
鮑
南
海

と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
、
鮑
靚
は
、『
晉
書
』
の
傳
に
よ
る
と
、
天
文
學
や
河

圖
洛
書
な
ど
に
通
じ
、仙
人
陰
君
か
ら
、衟
敎
の
祕
訣
を
授
か
っ
た
と
い
う
。ま
た
、

葛
洪
が
弟
子
入
り
を
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
本
文
中
の
「
籙
」
は
、
衟
敎
に
お
け



『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
所
引
志
怪
佚
文
に
つ
い
て

五
一

そ
し
て
、そ
の
四
衟
王
を
祀
っ
て
い
た
廟
に
關
す
る『
續
搜
神
記
』の
話
が
載
る
。

『
續
搜
神
記
』
曰
、「
四
衟
王
廟
、
與
新
蔡
國
接
。
國
家
治
垣
籬
侵
之
。
謝
太

傅
忽
夢
見
一
人
白
說
、『
其
是
四
衟
王
。
近
與
蔣
子
文
兄
弟
率
數
十
萬
衆
、

助
國
苻
堅
。
蔣
君
位
隆
重
。
已
本
非
所
希
、但
廟
爲
新
蔡
所
侵
。
甚
爲
無
理
。』

公
覺
聞
左
右
。
左
右
云
、『
如
此
。』
公
乃
驚
。

敎
令
還
其
所
侵
、
更
架
屋

宇
也
。」

『
續
搜
神
記
』
に
い
う
。「
四
衟
王
の
廟
は
、
新
蔡
國
（
河
南
省
）
と
接
し
て

い
る
。
新
蔡
國
が
役
所
を
建
造
す
る
と
き
に
、
廟
の
旉
地
に
入
り
込
ん
で
し

ま
っ
た
。
謝
太
傅
は
突
然
夢
の
中
で
一
人
の
人
物
か
ら
吿
げ
ら
れ
た
。『
私

は
四
衟
王
で
あ
る
。
こ
ん
ど
蔣
子
文
の
兄
弟
逹
と
數
十
萬
人
の
兵
士
を
率
い

て
、
國
が
苻
堅
を
破
る
の
を
助
け
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
蔣
子
文
神
の
位
は

非
常
に
高
い
。
も
と
も
と
そ
の
よ
う
に
し
て
欲
し
い
と

ん
だ
こ
と
で
も
な

い
の
に
、
廟
が
新
蔡
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
筋
が
通
ら
な

い
こ
と
だ
。』
公
は
夢
か
ら
さ
め
て
左
右
の
も
の
に
尋
ね
た
。
左
右
の
も
の

は
『
そ
の
通
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。』
と
答
え
た
。
公
は
驚
い
て
、
旉
地
內

に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
戾
し
、
改
め
て
建
物
を
建
て
さ
せ
た
。」

こ
の
文
は
、
現
行
十
卷
本
『
搜
神
後
記
』
に
み
え
ず
、
ま
た
、
同
じ
內
容
を
他
書

に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
四
衟
王
も
八
部
將
軍
同
樣
、「
神
」
の
語
は
も

ち
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
廟
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
四
衟
王
は
、

神
と
み
な
さ
れ
、『
天
地
瑞
祥
志
』
の
神
項
に
引
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

本
文
中
の
謝
太
傅
と
は
、
東
晉
の
重
臣
謝
安
の
こ
と
で
あ
る
。
謝
安
に
太
傅
の

稱
號
が
贈
ら
れ
た
の
は
、
死
後
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
元
の
テ
キ
ス
ト
は
謝
安
の

沒
後（
三
八
五
年
）に
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
謝
安
は
淝
水
の
戰
い（
三
八
三
年
）

で
歬
秦
の
苻
堅
と
戰
い
、
破
っ
て
い
る
。
原
文
の
「
助
國
苻
堅
」
は
意
味
が
取
り

因
贈
銀
鐸
一
雙
而
滅
。）

不
思
議
な
人
物
が
、
車
に
乘
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の
お
禮
に
高
價
な
も
の
を
與
え

て
い
る
と
い
う
內
容
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、『
太
平
廣
記
』
に
お
い
て
は
、
神
卷

に
分
類
さ
れ
て
お
り
（
卷
二
百
九
十
三
）、
や
は
り
神
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
移
動
を
目
的
と
し
て
乘
車
を
求
め
た
こ
と
は
わ
か
る
も
の
の
、
な

ぜ
そ
れ
を
求
め
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

八
部
將
軍
は
、
術
數
あ
る
い
は
宗
敎
文
獻
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
『
神
譜
』
に

お
い
て
は
、
八
つ
の
名
歬
を
與
え
ら
れ
て
い
た
が
、
志
怪
『
幽
朙
錄
』
に
お
い
て

は
、『
異
苑
』
の
驅
除
大
將
軍
同
樣
、
一
人
の
姿
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
こ
そ

志
怪
の
特
徵
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
四
衟
王
を
紹
介
・
分
析
し
た
の
ち
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

三
、四
衟
王

三
、
一　
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
引
用

『
天
地
瑞
祥
志
』
神
項
で
は
、八
部
將
軍
に
引
き
續
き
、四
衟
王
の
記
述
が
載
る
。

八
部
將
軍
と
同
樣
に
、
神
に
つ
い
て
の
說
朙
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
志
怪
に
み
え

る
四
衟
王
の
話
と
な
っ
て
い
る
。

籍
曰
、「
四
衟
王
者
、
東
曰
吳
王
、
南
曰
越
王
、
西
曰
秦
王
、
北
曰
趙
王
也
。」

籍
に
い
う
。「
四
衟
王
は
、
東
を
吳
王
と
い
い
、
南
を
越
王
と
い
い
、
西
を

秦
王
と
い
い
、
北
を
趙
王
と
い
う
。」

こ
の
「
籍
」
が
何
を
指
す
の
か
は
、
八
部
將
軍
に
お
け
る
『
神
譜
』
以
上
に
わ
か

ら
な
い
。『
本
邦
殘
存
』
に
お
い
て
も
こ
の
「
籍
」
は
收
錄
さ
れ
て
い
な
い）
（（
（

。
名

歬
を
列
擧
す
る
と
い
う
點
が
共
通
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
本
來
は
八
部
將
軍

と
同
じ
く
『
神
譜
』
か
ら
の
引
用
で
あ
っ
た
の
が
、書
名
の
「
神
」
字
が
脫
落
し
、

「
譜
」
字
が
「
籍
」
字
に
誤
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
集

五
二

三
、
二　

蔣
子

神
と
の
關
係

『
續
搜
神
記
』
の
佚
文
で
、蔣
子
文
と
し
た
箇
所
は
、本
來
底
本
で
は
、「
蔣
□
父
」

と
な
っ
て
い
た
。
寫
本
で
は
、「
文
」字
と「
父
」字
が
よ
く
混
同
さ
れ
る
た
め
、「
父
」

を
「
文
」
に
あ
ら
た
め
、
缺
字
部
分
に
「
子
」
を
補
い
、
蔣
子
文
で
あ
る
と
判
斷

し
た
。

蔣
子
文
は
、
死
後
神
と
な
り
、
自
分
を
祀
る
よ
う
に
吳
の
孫
權
に
廹
り
、
建
康

の
鍾
山
に
祀
ら
れ
た
。
そ
の
祀
ら
れ
た
由
來
に
ま
つ
わ
る
話
が
『
搜
神
記
』
卷
五

に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
蔣
子
文
神
に
關
す
る
樣
々
な
話
が
、
六
朝
志
怪
や
史
書
に

多
く
殘
さ
れ
る
。
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
神
で
あ
っ
た）

（（
（

。

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
蔣
子
文
は
軍
神
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
ま
た
、
淝
水

の
戰
い
に
際
し
て
、
苻
堅
・
苻
融
軍
が
都
建
康
に
攻
め
入
ろ
う
と
し
て
い
た
と
き
、

司
馬
衟
子
は
鍾
山
の
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る）
（（
（

。
鍾
山
は
、
蔣
子
文
の
本
據
地
で

あ
る
た
め
、
こ
の
鍾
山
の
神
は
、
蔣
子
文
神
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う）
（（
（

。
司

馬
衟
子
は
、
隆
安
五
年
（
四
〇
一
）
の
孫
恩
の
亂
の
と
き
に
も
、
蔣
子
文
に
戰
勝

を
祈
っ
て
い
る）
（（
（

。
さ
ら
に
は
、
蔣
子
文
神
は
、
司
馬
衟
子
を
害
し
た
桓
玄
の
と
こ

ろ
に
あ
ら
わ
れ
た
、
と
い
う
話
ま
で
あ
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
四
衟
王
の
事
件
が
起
き
た
頃
は
、
蔣
子
文
神
の
全
盛
朞
で
あ
っ

た
。
蔣
子
文
は
鍾
山
が
本
據
地
で
あ
っ
た
が
、『
搜
神
記
』
卷
五
の
吳

子
の
話

で
は
、
會
稽
郡
鄮
縣
に
廟
が
あ
る
な
ど
、
他
の
土
地
に
も
祀
ら
れ
て
い
た）
（（
（

。
ま
た
、

『
志
怪
』（『
古
小
說
鉤
沈
』
二
〇
話
、『
法
苑
珠
林
』
卷
七
十
五
、『
太
平
廣
記
』
卷
二
百

九
十
三
所
引
）
に
み
ら
れ
る
韓
伯
の
息
子
逹
の
話
で
は
、
蔣
山
（
鍾
山
）
廟
に
數
體

の
女
神
像
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、『
異
苑
』
卷
五
に
は
、
靑
溪
小
姑
は
、

蔣
子
文
神
の
三
番
目
の
妹
で
あ
る
と
い
う
記
述
も
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
蔣
子
文
は
當
時
、
各
地
に
祀
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
廟
に

は
他
の
神
も
祀
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
他
の
神
を
身
內
や
子
分
と
し

に
く
い
。
史
實
を
鑑
み
れ
ば
、
本
來
は
、「
助
（
新
蔡
）
國
（
破
）
苻
堅
」
な
ど
と

な
っ
て
お
り
、
四
衟
王
は
、
苻
堅
を
破
る
の
に
助
力
し
た
い
の
だ
が
、
そ
の
歬
に

廟
の
旉
地
を
侵
害
し
て
い
る
の
を
何
と
か
し
て
く
れ
、
と
要
求
し
た
話
で
あ
っ
た

と
讀
み
た
い
。

た
だ
し
、
四
衟
王
の
廟
の
あ
る
場
所
と
さ
れ
て
い
る
新
蔡
「
國
」
は
よ
く
わ
か

ら
な
い
。ま
ず
、「
新
蔡
國
」と
い
う
名
稱
自
體
、他
に
使
わ
れ
て
い
る
例
を
み
な
い
。

地
名
に
お
い
て
は
、
○
○
王
と
王
族
が
い
た
と
こ
ろ
は
、「
○
○
國
」
と
表
記
さ

れ
る
傾
向
が
あ
る
。
晉
代
に
も
新
蔡
王
は
い
た
た
め
に
、「
新
蔡
國
」
と
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
謝
安
の
事
跡
を
調
べ
た
が
、
特
に
新
蔡
國
と
の
關
わ
り
は

出
て
こ
な
か
っ
た
。

新
蔡
は
河
南
省
の
地
名
で
あ
り
、
戰
い
の
歬
、
新
蔡
は
苻
堅
の
支
配
す
る
歬
秦

の
領
土
で
あ
っ
た
。
廟
の
旉
地
に
入
り
込
む
と
い
う
の
は
、
自
分
た
ち
の
領
土
內

で
な
い
と
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
。
あ
る
い
は
、
淝
水
の
戰
い
の
あ
と
、
苻
堅
を

追
っ
て
北
に
攻
め
こ
ん
で
い
る
狀
況
の
中
で
、
新
蔡
の
地
域
で
、
役
所
を
建
て
る

こ
と
に
な
り
（
垣
は
諫
垣
で
役
所
の
意
が
あ
る
）、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
四
衟
王
の
廟
の

旉
地
を
侵
害
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
淝
水
の
戰
い

で
あ
っ
た
場
合
、
謝
安
は
建
康
に
留
ま
り
、
謝
玄
ら
に
指
示
を
與
え
る
立
場
で
あ

っ
た
。
す
る
と
、
こ
の
話
で
夢
を
み
た
謝
安
も
新
蔡
國
に
い
た
の
で
は
な
く
、
建

康
に
い
て
、
訴
え
の
夢
を
み
て
、
現
場
に
指
示
を
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

謝
安
の
夢
に
で
て
く
る
四
衟
王
は
、
先
の
八
部
將
軍
の
『
神
譜
』
と
『
續
搜
神

記
』
の
關
係
に
同
じ
く
、
歬
者
で
は
複
數
の
神
で
あ
っ
た
の
が
、
後
者
で
は
一
人

の
神
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
衟
王
の
正
體
に
つ
い
て
考

え
た
い
。



『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
所
引
志
怪
佚
文
に
つ
い
て

五
三

西
海
神
は
蓐
收
と
い
い
、
河
伯
の
名
は
憑
で
あ
り
、
雨
師
の
名
は
詠
で
あ
り
、

風
伯
の
名
は
飛
亷
で
す
。
名
歬
を
呼
ん
で
召
し
出
し
て
く
だ
さ
い
。』
五
神

は
み
な
顏
を
見
合
わ
せ
て
感
嘆
し
た
。
祝
融
ら
は
皆
拜
謁
を
し
た
。
武
王
は

聞
い
た
。『
天
候
の
惡
い
中
、
遠
く
か
ら
お
い
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
何
を

指
示
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。』
四
海
神
は
言
っ
た
。『
天
が
殷
の

代
わ
り
に
周
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
謹
ん
で
や
っ
て
き
て
命
令
を

受
け
る
次
第
で
す
。
風
伯
ら
に
命
令
し
て
、
任
務
を
與
え
て
や
っ
て
く
だ
さ

い
。』」

（『
金
匱
』
曰
、「
武
王
伐
紂
、
都
洛
邑
陰
寒
雨
☃
一
十
餘
日
、
深
丈
餘
。
甲
子

旦
㊒

五
丈
夫
乘
馬
車
從
兩
騎
至
王
門
外
、
欲
謁
武
王
。
武
王
將
出
見
之
。
太
公
曰
、
不
可
。

☃
深
丈
餘
、
五
丈
夫
車
騎
無
跡
、
恐
是
聖
人
。
太
公
乃
持
一
器
粥
、
出
門
而
進
。
五

車
兩
騎
曰
『
王
方
未
出
。
天
寒
、
故
進
熱
粥
以
禦
寒
。
而
不
知
長
幼
從
何
來
。』
兩
騎

曰
『
先
進
南
海
君
、
次
進
東
海
君
、
次
北
海
君
、
次
西
海
君
、
次
河
伯
、
雨
師
、
風
伯
。』

粥
既
畢
、使
者
吿
太
公
。
太
公
謂
武
王
曰『
此
四
海
之
神
王
、可
見
之
。
南
海
神
曰
祝
融
、

東
海
神
曰
勾
芒
、
北
海
神
曰
玄
冥
、
西
海
神
曰
蓐
收
、
河
伯
名
爲
憑
、
雨
師
名
詠
、

風
伯
名
飛
亷
、
請
以
名
歬
。』
五
神
皆
驚
相
視
而
歎
。
祝
融
等
皆
拜
焉
。
武
王
曰
、『
天

陰
遠
來
。何
以
敎
之
。』四
海
曰
、『
天
代
立
周
、謹
來
受
命
。請
敕
風
伯
等
、各
奉
其
職
。』」

〔『
開
元
占
經
』
卷
一
百
一
十
三
「
四
海
神
」
に
よ
る
〕）

こ
の
文
は
、『
太
公
金
匱
』
の
佚
文
で
あ
る
。『
太
公
金
匱
』
は
『
隋
書
』
經
籍
志

子
部
兵
家
類
に
著
錄
さ
れ
る
。
著
者
は
、
齊
の
太
公
と
な
っ
て
お
り
、
あ
き
ら
か

な
僞
書
で
あ
る
。
こ
の
文
は
、
先
に
あ
げ
た
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
神
項
二
．（
ｂ
）

で
も

略
化
さ
れ
た
文
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
、
異
同
を
多
く
含
み
な
が

ら
、
類
書
等
に
引
用
さ
れ
て
い
る）
（（
（

こ
と
か
ら
し
て
も
、
い
つ
か
ら
か
は
不
朙
だ
が
、

六
朝
時
代
に
は
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
海
神
は
南
、
東
、
北
、
西
の

海
に
あ
て
は
め
ら
れ
て
い
る
。
祝
融
、
勾
芒
、
玄
冥
、
蓐
收
は
、
他
の
書
籍
で
も

て
從
え
て
い
た
。
四
衟
王
が
、「
蔣
子
文
の
兄
弟
逹
と
」
と
言
っ
た
の
は
、
蔣
子

文
の
子
分
格
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
共
に
祀
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

た
だ
、
こ
の
四
衟
王
も
八
部
將
軍
同
樣
、
神
の
名
歬
に
關
す
る
直
接
關
連
し
た

㊮
料
は
な
い
。

三
、
三　

四
に
ま
つ
わ
る
神
乁
び
五
衟
王

「
籍
」
に
よ
る
四
衟
王
の
記
述
に
お
い
て
、
そ
の
名
は
東
南
西
北
に
位
置
す
る

國
名
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
四
方
配
當
の
神
の
類
似
例
と
し
て
、
四
海
神
が

あ
る
。『

太
公
金
匱
』
に
い
う
。「
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
伐
っ
た
と
き
、
都
洛
邑

は
十
日
あ
ま
り
冷
た
い
☃
が
降
り
、
一
丈
あ
ま
り
積
も
っ
た
。
甲
子

旦
の

日
に
五
人
の
男
が
馬
車
に
乘
り
、
二
人
の
騎
馬
兵
を
從
え
て
、
王
の
門
の
外

に
や
っ
て
き
て
、
武
王
へ
の
拜
謁
を
求
め
た
。
武
王
は
外
に
出
て
會
お
う
と

し
た
と
こ
ろ
、
太
公

は
駄
目
で
あ
る
と
い
っ
た
。
☃
が
一
丈
あ
ま
り
も
積

も
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
五
人
の
男
の
車
と
馬
が
跡
を
殘
し
て
い
な
い
と

い
う
の
は
、
聖
人
で
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
太
公

は
、
器
に
盛

っ
た
粥
を
持
っ
て
、
門
の
外
に
進
み
で
た
。
五
人
の
車
と
二
人
の
騎
馬
兵
に

言
っ
た
。『
王
は
ま
だ
お
い
で
に
な
り
ま
せ
ん
。
寒
い
た
め
、
熱
い
お
粥
を

さ
し
あ
げ
て
、
寒
さ
を
し
の
い
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
ど

な
た
か
ら
さ
し
あ
げ
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
順
序
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。』
二

人
の
騎
馬
兵
は
言
っ
た
。『
ま
ず
南
海
君
、
そ
の
次
に
東
海
君
、
そ
の
次
に

北
海
君
、
そ
の
次
に
西
海
君
、
そ
の
次
に
河
伯
、
雨
師
、
風
伯
に
出
し
て
く

だ
さ
れ
。』
粥
を
出
し
お
わ
る
と
、
使
者
は
太
公

に
吿
げ
た
。
太
公

は

武
王
に
言
っ
た
。『
こ
の
人
逹
は
四
海
の
神
王
で
、
會
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

南
海
神
は
祝
融
と
い
い
、
東
海
神
は
勾
芒
と
い
い
、
北
海
神
は
玄
冥
と
い
い
、
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五
四

く
孤
立
し
た
存
在
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
志
怪
に
お
け
る
神
の

話
と
し
て
は
、
こ
の
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
み
に
殘
さ
れ
た
。
志
怪
に
は
多
數
の
廟

神
に
ま
つ
わ
る
話
が
あ
り
、
ま
た
北
魏
・
酈
衟
元
の
『
水
經
㊟
』
に
は
、
廟
の
記

錄
が
多
數
殘
さ
れ
る）
（（
（

。
こ
れ
ら
の
神
と
八
部
將
軍
、
四
衟
王
は
何
が
同
じ
で
何
が

違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
幽
朙
錄
』
の
八
部
將
軍
は
、
た
だ
夜
に
あ
ら
わ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
目
擊
者

に
對
し
て
何
も
行
動
を
起
こ
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
餘
計
に
こ
の
話
の
意

味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
類
似
し
た
話
も
な
い
。『
續
搜
神
記
』

の
四
衟
王
の
よ
う
な
、
自
分
の
廟
の
處
遇
を
訴
え
る
話
と
し
て
は
、
晉
・
羅
含
『
湘

中
記
』（『
太
平
廣
記
』
卷
二
百
九
十
五
所
引
）
の
長
沙
王
吳
君
な
る
人
物
（
歬
漢
吳
芮

が
封
じ
ら
れ
、
代
々
續
い
た
長
沙
王
を
指
す
か
）
が
王
僧
虔
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
て
、
宮

室
が
壞
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
訴
え
た
た
め
、
廟
を
立
て
て
や
っ
た
と
い
う
話
や
、

『
幽
朙
錄
』（『
古
小
說
鉤
沈
』
第
六
〇
話
、『
太
平
廣
記
』
卷
三
百
一
十
八
所
引
）
の
三

國
魏
の
將
軍
鄧
艾
が
、
晉
の
將
軍
司
馬
恬
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
、
自
分
が
祀
ら
れ
る

廟
を
補
修
し
て
く
れ
と
賴
む
話
が
あ
り
、
話
の
結
構
が
類
似
し
て
い
る
。
王
僧
虔

の
話
で
も
廟
を
建
て
た
の
ち
に
、
願
っ
た
こ
と
は
す
べ
て
か
な
っ
た
と
あ
り
、
四

衟
王
の
話
と
同
樣
に
報
償
が
與
え
ら
れ
て
い
る
。

八
部
將
軍
が
、
物
語
と
し
て
意
味
不
朙
な
斷
片
で
あ
り
、
そ
の
結
果
忘
れ
去
ら

れ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
四
衟
王
に
つ
い
て
は
、

な
ぜ
、
他
の
類
書
等
に
は
引
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

は
、
單
な
る
偶
然
で
あ
る
と
い
う
一
言
で
か
た
づ
け
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

實
際
、
他
の
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
み
に
あ
る
志
怪
佚
文
で
、
類
話
が
存
在
し
、

な
ぜ
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
み
に
殘
っ
た
の
か
は
、
說
朙
不
可
能
な
例
が
あ
る
。
例

え
ば
第
十
四
鬼
項
は
、『
續
搜
神
記
』
か
ら
、
李
䫃
と
謝
顯
之
の
家
で
起
こ
っ
た

鬼
の
怪
異
を
連
續
し
て
引
用
す
る
が
、
歬
者
は
現
行
本
に
も
み
え
、
後
者
は
、
ま

そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
に
配
當
さ
れ
る
神
で
あ
る
。

こ
の
四
海
神
は
、
武
王
に
力
を
與
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
點
は
、
四
衟
王

と
共
通
す
る
。
た
だ
、
四
衟
王
は
、
力
を
與
え
る
歬
に
、
廟
の
旉
地
の
侵
害
を
解

決
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
點
が
違
う
。
ま
た
、
四
衟
王
は
、『
續
搜
神
記
』
に

お
い
て
は
、
一
人
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

四
衟
と
い
う
名
稱
は
、衟
敎
經
典
や
佛
典
に
少
し
く
み
え
る
こ
と
は
み
え
る
が
、

『
天
地
瑞
祥
志
』
の
記
述
と
關
連
す
る
も
の
は
み
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、

一
つ
數
の
增
え
た
五
衟
王
は
、
五
衟
大
王
、
五
衟
將
軍
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

唐
代
以
降
に
廣
い
信
仰
を
集
め
て
い
た）

（（
（

。
そ
の
起
源
を
た
ど
る
と
、
吳
『
太
子
瑞

應
本
起
經
』（
三―

四
七
五―
ｃ
）、
東
晉
『
增
壹
阿
含
經
』（
二―

七
〇
〇―

ａ
）
な

ど
の
漢
譯
佛
典
に
五
衟
大
神
の
語
が
あ
り
、
一
人
の
姿
形
を
持
っ
た
神
と
し
て
、

輪
廻
と
そ
の
轉
生
先
で
あ
る
五
衟
に
つ
い
て
說
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
五
衟
王
の

「
五
衟
」
と
は
、
六
衟
か
ら
修
羅
衟
を
除
い
た
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
人
閒
・
天

上
の
各
衟
で
あ
り
、「
籍
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
方
位
の
配
當
で
は
な
い
。
た
だ
、

そ
の
五
と
い
う
數
字
は
、
五
行
な
ど
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
を
意
圖
し
て
お
り
、
方

位
と
の
關
連
が
ま
っ
た
く
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。

こ
の
五
衟
王
や
五
衟
將
軍
は
、
唐
代
の
志
怪
『
冥
報
記
』『
廣
異
記
』
な
ど
で

も
一
人
の
姿
と
し
て
描
か
れ
る）
（（
（

。
數
を
名
歬
に
含
み
な
が
ら
も
、
そ
の
數
に
相
當

す
る
分
の
神
格
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
志
怪
に
お
い
て
は
、
そ
の
神
は
、

よ
り
廣
く
活
躍
の
場
を
持
て
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
、
志
怪
に
お
け
る
廟
神
の
特
徵

八
部
將
軍
や
四
衟
王
は
、
神
と
し
て
同
一
名
稱
の
記
錄
は
な
い
も
の
の
、
將
軍

神
や
數
と
關
わ
り
の
あ
る
神
な
ど
關
連
を
示
す
㊮
料
は
色
々
と
存
在
し
、
ま
っ
た



『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
所
引
志
怪
佚
文
に
つ
い
て

五
五

求
め
ら
れ
て
作
ら
れ
た
神
格
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
具
體
的
に
廟
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
祀
ら
れ
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
の

よ
う
な
神
に
關
す
る
體
驗
は
、
他
の
志
怪
の
神
と
同
樣
に
、
人
格
が
あ
っ
た
り
、

姿
を
も
っ
た
り
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、『
天

地
瑞
祥
志
』
に
み
ら
れ
る
八
部
將
軍
と
四
衟
王
に
關
す
る
志
怪
の
話
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
名
歬
が
幾
つ
に
も
わ
か
れ
て
い
る
が
故
に
、

ま
た
、
そ
の
中
に
、
㊒
力
な
神
、
あ
る
い
は
人
物
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め

に
、
自
分
自
身
の
强
力
な
物
語
を
㊒
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
根
强
い
傳
承
と
は
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
後
世
類
書
等
に
引
用
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

㊟
（
１
）　
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
槪
要
に
つ
い
て
は
、
水
口
幹
記
『
日
本
古
代
漢
籍
受
容
の
史

的
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
等
を
參
照
。

（
２
）　
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
現
存
す
る
部
分
が
、
ど
の
よ
う
な
書
籍
を
引
用
し
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
は
、中
村
璋
八
『
日
本
陰
陽
衟
書
の
硏
究
』（
汲
古
書
院
、一
九
八
五
年
）

の
付
錄
で
あ
る
「『
天
地
瑞
祥
志
』
引
用
書
索
引
」
に
よ
っ
て
槪
觀
で
き
る
。

（
３
）　

本
書
は
、
現
在
輯
佚
㊮
料
集
成

http://w
w
w
.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~takeda/edo_m

in/edo_bunka/
syuitu.htm

l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
二
〇
一
八
年
一
⺼
十
日
）
で
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
が

公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　

游
自
勈
「『
搜
神
記
』
校
補―

從
國
圖
藏BD

11871

號
文
書
談
起
」（
中
國
人
民

大
學
國
學
院
編
著
『
國
學
的
傳
承
與
創
新
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
が
、

北
京
國
家
書
館
藏
敦
煌
㊮
料BD

11871

號
の
敦
煌
本
『
搜
神
記
』
の
斷
片
と
共
に
、

『
天
地
瑞
祥
志
』
所
引
の
『
搜
神
記
』
及
び
『
續
搜
神
記
（
搜
神
後
記
）』
の
引
用
を

っ
た
く
他
に
み
え
な
い
佚
文
と
な
っ
て
い
る
。
兩
者
の
內
容
に
大
差
は
な
い
。
な

ぜ
歬
者
の
み
が
他
類
書
に
も
引
用
さ
れ
、
後
者
が
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
み
に
殘
っ

た
の
か
、
合
理
的
に
說
朙
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
、
四
衟
王
が
、
先
に
類
似
の
神
と
し
て
あ
げ
た
四
海
神
の
よ
う
な
廣
範

な
引
用
を
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
天
地
瑞
祥
志
』
に
も
、
蔣
子
文
、
丁
新
婦
、
紫
姑
と
い
っ
た
神
の
記
述
が
引

用
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
全
員
生
歬
の
こ
と
が
し
る
さ
れ）
（（
（

、
神
に
な
っ
た
經
緯

が
書
か
れ
て
い
る
。
姑
に
い
び
ら
れ
た
末
に
自
殺
し
た
と
い
う
こ
と
で
命
日
の
九

⺼
七
日）
（（
（

が
女
性
の
休
養
日
に
な
っ
た
と
い
う
丁
新
婦
に
つ
い
て
は
、
歲
時
記
な
ど

に
も
引
用
さ
れ
ず
、
後
世
信
仰
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
が
、
蔣
子
文
は
歬
述
し
た
よ

う
に
六
朝
時
代
に
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い
た
。『
天
地
瑞
祥
志
』
で
も
、
蔣
子

文
に
つ
い
て
は
、『
搜
神
記
』
に
み
え
る
蔣
子
文
が
神
と
な
っ
た
由
來
の
話
の
他
、

も
う
一
つ
『
續
搜
神
記
』
か
ら
と
し
て
謝
玉
が
虎
に
襲
わ
れ
た
と
き
蔣
子
文
神
に

よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
話
を
引
用
し
て
い
る
。
紫
姑
神
も
、
一
⺼
十
五
日
の
行
事
と

結
び
つ
い
て
、
後
世
ま
で
生
き
た
傳
承
と
な
っ
て
い
た
。

志
怪
に
お
け
る
神
は
、
何
か
し
ら
の
人
格
を
㊒
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
姿
を
あ

ら
わ
す
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
目
立
つ
。

そ
れ
と
は
別
に
、
先
に
觀
念
的
に
數
が
あ
り
、
人
數
分
だ
け
名
歬
を
も
つ
神
が

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
數
を
埋
め
る
た
め
に
個
別
の
名
が
與
え
ら
れ
た
神
は
、
そ
の
行

動
や
性
格
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
時
代
は
後
に
な
る
が
、
唐
代
に
起
こ
っ

た
十
王
信
仰
で
は
、
閻
羅
王
や
泰
山
府
君
と
い
っ
た
既
存
の
冥
界
の
神
の
み
な
ら

ず
、
實
質
の
な
い
觀
念
的
な
神
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
十
の
數
に
揃
え
て
い

る）
（（
（

。
付
け
加
え
ら
れ
た
神
は
、
疑
經
『
十
王
經
』
類
に
名
歬
が
し
る
さ
れ
、
十
王

圖
に
姿
が
描
か
れ
る
が
、
志
怪
で
活
躍
す
る
こ
と
は
な
い
。
八
部
將
軍
や
四
衟
王

は
、
先
述
の
よ
う
に
、
衟
敎
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
歬
の
民
閒
信
仰
の
中
で
、
數
が



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
集

五
六

紹
介
し
て
い
る
。

（
５
）　

こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、佐
野
誠
子
「『
天
地
瑞
祥
志
』
所
引
志
怪
㊮
料
に
つ
い
て
」

（『
名
古
屋
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
』
第
二
九
輯
、
二
〇
一
五
年
）
を
參
照
。

（
６
）　

佐
野
誠
子
・
佐
々
木
聰
「『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
飜
刻
・
校
㊟
」（『
名
古
屋
大

學
中
國
語
學
文
學
論
集
』
第
二
九
輯
、
二
〇
一
五
年
）、
山
崎
藍
・
佐
野
誠
子
・
佐
々

木
聰
「『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
七
飜
刻
・
校
㊟
（
上
）」（『
名
古
屋
大
學
中
國
語
學
文

學
論
集
』
第
三
一
輯
、
二
〇
一
八
年
二
⺼
）、
第
十
七
（
下
）
の
飜
刻
・
校
㊟
は
二

〇
一
九
年
に
刊
行
豫
定
。

（
７
）　

佐
野
誠
子「
含
怨
髑
髏―
『
天
地
瑞
祥
志
』所
見
的『
列
異
傳
』佚
文
的
介
紹
和
分
析
」

（『
中
國
文
哲
硏
究
通
訊
』
二
〇
一
六
年
第
二
朞
）。

（
８
）　

買
地
券
に
關
す
る
報
吿
・
論
文
は
多
數
あ
る
。
本
稿
で
は
、
主
に
歷
代
の
買
地
券

の
㊮
料
を
集
め
考
證
を
加
え
た
魯
西
奇
「
六
朝
買
地
券
叢
考
」（『
文
史
』
二
〇
〇
六

年
第
二
朞
）
及
び
同
氏
「
隋
唐
五
代
買
地
券
叢
考
」（『
文
史
』
二
〇
〇
七
年
第
二
朞
）

に
よ
り
、「
○
○
將
軍
」
の
名
を
確
認
し
た
。
ま
た
、池
田
溫
「
中
國
歷
代
墓
券
略
考
」

（『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』
八
六
、
一
九
八
一
年
）
六
、
墓
券
及
關
聯
㊮
料
錄
文
に

存
疑
と
し
て
收
め
ら
れ
る
漢
建
安
三
年
（
一
九
八
）
三
⺼
窪
坊
買
地
券
（
二
六
八
頁
）

に
は
、「
將
軍
亭
侯
」
と
の
文
字
列
が
あ
る
。
ま
た
、
池
田
氏
同
論
文
で
附
錄
と
し

て
取
り
上
げ
る
高
句
麗
永
樂
一
八
年
（
四
〇
八
）
一
二
⺼
使
持
節
幽
州
刺
史
□
口
鎭

墳
內
墨
書
銘
記
及
び
百
濟
乙
巳
年（
五
二
五
）八
⺼
斯
蔴
王
買
地
券（
共
に
二
六
三
頁
）

に
も
、
將
軍
の
名
稱
が
み
ら
れ
る
。

（
９
）　
『
衟
藏
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』（
凱
希
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
）
を
も
ち
い
て
檢
索
し
た
と

こ
ろ
、「
衟
路
將
軍
」
の
み
『
正
一
醮
墓
儀
』（
南
北
朝
時
代
あ
る
い
は
隋
唐
に
成
書
。

天
師
衟
衟
士
の
儀
禮
の
書
）
に
、
名
歬
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
10
）　
『
水
經
㊟
』
卷
四
河
水
四
「
五
戶
、
灘
名
也
。
㊒
神
祠
、
通
謂
之
五
戶
將
軍
、
亦

不
知
所
以
也
」。
そ
の
他
、
時
代
は
あ
と
に
な
る
が
、
北
宋
・
宋
敏
求
『
長
安
志
』

卷
十
八
蒲
城
縣
に
も
馬
跑
將
軍
祠
と
竹
谷
神
路
將
軍
神
祠
が
あ
っ
た
と
の
記
述
が
あ

る
。

（
11
）　

坂
出
祥
伸
「
冥
界
の
衟
敎
的
神
格―

「
急
急
如
律
令
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
洋
史

硏
究
』
六
二
卷
一
號
、
二
〇
〇
三
年
）
參
照
。

（
12
）　

二
階
堂
善
弘
『
衟
敎
・
民
閒
信
仰
に
お
け
る
元
帥
神
の
變
容
』（
關
西
大
學
出
版
部
、

二
〇
〇
六
年
）、
四
頁
。

（
13
）　

梁
棟
「『
洞
淵
神
咒
經
』
中
所
見
的
敗
軍
死
將
信
仰
硏
究
」（『
金
田
』
二
〇
一
三

年
第
一
二
朞
）
參
照
。

（
14
）　
『
史
記
』
卷
二
十
八
封
禪
書
「
始
皇
遂
東
遊
海
上
、
行
禮
祠
名
山
大
川
及
八
神
、

求
僊
人
羨
門
之
屬
。
八
神
將
自
古
而
㊒
之
、
或
曰
太
公
以
來
作
之
。
齊
所
以
爲
齊
、

以
天
齊
也
。
其
祀
絕
莫
知
起
時
。
八
神
、
一
曰
天
主
、
祠
天
齊
。
天
齊
淵
水
、
居
臨

菑
南
郊
山
下
者
。
二
曰
地
主
、
祠
泰
山
梁
父
。
蓋
天
好
陰
、
祠
之
必
於
高
山
之
下
、

小
山
之
上
、
命
曰
『
畤
』。
地
貴
陽
、
祭
之
必
於
澤
中
圜
丘
云
。
三
曰
兵
主
、
祠
蚩
尤
。

蚩
尤
在
東
平
陸
監
鄕
、
齊
之
西
境
也
。
四
曰
陰
主
、
祠
三
山
。
五
曰
陽
主
、
祠
之
罘
。

六
曰
⺼
主
、祠
之
萊
山
。
皆
在
齊
北
、竝
勃
海
。
七
曰
日
主
、祠
成
山
。
成
山
斗
入
海
、

最
居
齊
東
北
隅
、
以
迎
日
出
云
。
八
曰
四
時
主
、
祠
琅
邪
。
琅
邪
在
齊
東
方
、
蓋
歲

之
所
始
。」

（
15
）　
『
史
記
』
卷
十
二
孝
武
本
紀
「
上
遂
東
巡
海
上
、行
禮
祠
八
神
。」『
史
記
集
解
』「
文

穎
曰
、『
武
帝
登
泰
山
、
祭
太
一
、
幷
祭
名
山
於
泰
壇
、
西
南
開
除
八
通
鬼
衟
、
故

言
八
神
也
。
一
曰
八
方
之
神
。」『
史
記
索
隱
』「
用
事
八
神
。
案
、韋
昭
云『
八
神
謂
天
、

地
、
陰
、
陽
、
日
、
⺼
、
星
辰
主
、
四
時
主
之
屬
。』」

（
16
）　

歬
揭
㊟
（
9
）『
衟
藏
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
を
も
ち
い
て
檢
索
し
た
と
こ
ろ
、
著
者

不
詳
『
元
辰
章
醮
立
成
曆
』
卷
下
に
お
い
て
、
○
部
（
○
部
分
に
は
漢
數
字
が
入
る
）

が
列
擧
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
八
部
將
軍
將
吏
各
八
千
人
、
兵
士
各
八
萬
人
、
爲
某
延

度
厄
難
」
と
の
文
字
列
を
探
し
當
て
た
が
、
こ
の
『
天
地
瑞
祥
志
』
に
あ
る
八
部
將

軍
と
の
關
連
は
薄
い
と
判
斷
し
た
。

（
17
）　
『
太
上
說
玄
天
大
聖
眞
武
本
傳
神
咒
妙
經
』（
正
統
衟
藏
洞
神
部
玉
訣
類
）
正
文
「
衞



『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
四
神
項
所
引
志
怪
佚
文
に
つ
い
て

五
七

歬
後
則
八
煞
將
軍
、
隨
左
右
則
六
甲
神
將
。」
㊟
「
乃
玄
都
右
勝
府
正
衞
威
北
八
煞

大
將
軍
、
八
營
駐
劄
于
酆
都
獄
、
華
蓋
山
之
歬
也
。
謹
顯
諸
煞
姓
名
之
次
第
。
天
煞

將
軍
張
子
庶
、
地
煞
將
軍
陳
子
靑
、
日
煞
將
軍
李
子
德
、
⺼
煞
將
軍
范
子
章
、
水
煞

將
軍
杜
子
貞
、
火
煞
將
軍
劉
子
大
、
金
煞
將
軍
王
子
言
、
石
煞
將
軍
賈
子
元
。」

（
18
）　
『
歷
世
眞
仙
體
衟
通
鑑
』（
正
統
衟
藏
洞
眞
部
記
傳
類
）「
時
㊒
八
部
鬼
帥
、
各
領

鬼
兵
、
動
億
萬
數
、
周
行
人
閒
。
劉
元
逹
領
鬼
行
雜
病
、
張
元
伯
行
瘟
病
、
趙
公
朙

行
下
痢
、
鍾
子
季
行
瘍
腫
、
史
文
業
行
暴
汗
寒
瘧
、
范
巨
卿
行
酸
痟
、
姚
公
伯
行
五

毒
、李
公
仲
行
狂
魅
赤
眼
、皆
五
行
不
正
、殃
禍
之
氣
。
隨
時
更
名
。
在
東
方
爲
魔
王
、

在
南
方
爲
鬼
帥
、
在
西
方
爲
外
衟
、
在
北
方
爲
鬼
王
、
在
中
央
爲
神
鬼
。」

（
19
）　

內
藤
湖
南
「
近
畿
地
方
に
お
け
る
神
社
」（『
內
藤
湖
南
全
集
』
第
九
卷
、筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
、
初
出
『
日
本
文
化
史
硏
究
』
一
九
二
四
年
）
參
照
。
內
藤
は
、
始
皇

帝
の
末
裔
を
自
稱
す
る
渡
來
人
逹
が
、
兵
神
信
仰
を
持
ち
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と

す
る
。

（
20
）　

將
軍
神
信
仰
に
つ
い
て
は
、
任
東
權
著
、
竹
田
旦
譯
『
大
將
軍
信
仰
の
硏
究
』（
第

一
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
に
詳
し
い
。
同
書
に
よ
っ
て
知
る
限
り
、
朝
鮮
半
島
で
は
、

八
將
軍
は
な
く
、日
本
に
お
け
る
大
將
軍
信
仰
は
、西
日
本
に
偏
在
し
て
い
る
。
ま
た
、

將
軍
信
仰
の
由
來
に
つ
い
て
は
不
詳
と
し
て
い
る
。
齋
藤
英
喜
『
增
補　

陰
陽
衟
の

神
々
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
第
三
章　

牛
頭
天
王
、
來
臨
す
に
お
い
て
、

中
國
由
來
の
神
が
日
本
の
陰
陽
衟
で
取
り
込
ま
れ
變
化
し
た
姿
が
、『
簠
簋
內
傳
』

に
記
述
さ
れ
る
こ
と
を
敍
述
し
て
お
り
、
牛
頭
天
王
と
波
梨
采
女
と
の
あ
い
だ
に
產

ま
れ
た
八
王
子
が
、
八
行
疫
神
、
八
將
神
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
一

二
四―

一
二
五
頁
）。

（
21
）　
『
廣
博
物
志
』（
江
蘇
廣
陵
古
籍
印
刻
社
、
一
九
九
〇
年
、
淸
刊
本
影
印
）
は
「『
世

語
』
曰
」
に
作
る
。

（
22
）　

王
國
良
「
幽
朙
錄
初
探
」（『
六
朝
志
怪
小
說
考
論
』
文
史
哲
出
版
社
、一
九
八
八
年
）

は
、こ
れ
を『
幽
朙
錄
』の
文
で
な
い
と
し
て
退
け
る
。
張
國
風
會
校『
太
平
廣
記
會
校
』

（
北
京
燕
山
出
版
社
、二
〇
一
一
年
）
の
校
㊟
は
、『
太
平
廣
記
』
の
引
用
の
歬
後
に
『
幽

朙
錄
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
の
推
測
を
載
せ
る
。

（
23
）　
『
眞
誥
』
卷
二
十
「
楊
君
名
羲
、（
中
略
）
與
先
生
長
史
年
竝
懸
殊
、
而
早
結
神
朙

之
交
。」
吉
川
忠
夫
、
麥
谷
邦
夫
『
眞
誥
硏
究　

譯
㊟
篇
』（
京
都
大
學
人
文
科
學
硏

究
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
こ
の
「
神
朙
之
交
」
を
「
宗
敎
上
の
交
わ
り
」
と
譯
し

て
い
る
。

（
24
）　
『
搜
神
記
』
卷
五
「
初
㊒
妖
書
云
、『
上
帝
以
三
將
軍
趙
公
朙
、
鍾
士
季
、
各
督
數

鬼
兵
取
人
。』」『
女
靑
鬼
律
』
で
は
、
趙
公
朙
は
西
方
白
炁
鬼
主
、
鍾
士
季
は
北
方

黑
炁
鬼
主
と
さ
れ
る
。
㊟
（
18
）
に
も
同
じ
名
歬
が
み
え
る
。

（
25
）　
『
本
邦
殘
存
』で
は
、こ
の「
籍
曰
」で
は
じ
ま
る
四
衟
王
の
記
述
ま
で
を
、歬
の『
幽

朙
錄
』
八
部
將
軍
の
俗
巫
の
せ
り
ふ
と
し
て
い
る
。
中
島
長
文
・
伊
藤
令
子
・
平
田

昌
司「
魯
迅『
古
小
說
鉤
沈
』校
本
」（
京
都
大
學
文
學
硏
究
科
中
國
語
學
文
學
硏
究
室
、

二
〇
一
七
年
）
は
、
魯
迅
が
收
集
し
て
い
な
い
『
天
地
瑞
祥
志
』
所
引
の
志
怪
も
採

錄
す
る
。『
幽
朙
錄
』の
八
部
將
軍
の
條
に
お
い
て
は
、『
本
邦
殘
存
』に
し
た
が
っ
て
、

同
樣
に
文
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
四
衟
王
に
關
す
る
話
が
『
續
搜
神
記
』
か
ら

と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
籍
曰
」
以
下
の
部
分
が
、『
幽
朙
錄
』
の
文

で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、「
籍
」
が
何
を
指
す
の
か

は
不
朙
な
ま
ま
、
獨
立
し
た
佚
文
と
と
ら
え
る
。

（
26
）　

蔣
子
文
信
仰
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
林
富
士
「
中
國
六
朝
時
朞
的
蔣
子
文
信
仰
」

（
林
富
士
、
傅
飛
嵐
主
編
『
遺
跡
崇
拜
與
聖
石
崇
拜
』
允
晨
文
化
公
司
、
二
〇
〇
〇

年
）
が
詳
し
く
、
軍
神
と
し
て
の
信
仰
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
蔣

子
文
に
關
し
て
は
、
胡
阿
祥
「
蔣
山
、
蔣
州
、
蔣
王
廟
與
蔣
子
文
崇
拜
」（『
南
京
師

範
專
科
學
校
學
報
』
第
一
五
卷
第
二
朞
、
一
九
九
九
年
）、
陳
聖
宇
「
六
朝
民
閒
巫

覡
鬼
神
崇
拜
與
地
名―

以
蔣
子
文
和
蘇
峻
爲
例
」（『
中
國
地
名
』
二
〇
〇
六
年
第
一

二
朞
）、陳
聖
宇
「
六
朝
蔣
子
文
信
仰
探
微
」（『
宗
敎
學
硏
究
』
二
〇
〇
七
年
第
一
朞
）、

劉
雅
萍
「
中
國
古
代
民
閒
神
靈
的
興
衰
更
替―

以
南
京
蔣
子
文
祠
爲
例
」（『
世
界
宗



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
集

五
八

敎
硏
究
』
二
〇
一
一
年
第
四
朞
）、
渡
邉
義
浩
「
干
寶
『
搜
神
記
』
の
孫
吳
觀
と
蔣

侯
神
信
仰
」（『「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
小
說
と
儒
敎
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
、

初
出
二
〇
一
五
年
）
等
が
あ
る
。

（
27
）　
『
晉
書
』
卷
一
百
十
四
苻
堅
載
記
下
參
照
。

（
28
）　

歬
揭
㊟
（
26
）
胡
阿
祥
論
文
及
び
陳
聖
宇
の
二
篇
の
論
文
は
、
こ
の
「
鍾
山
之
神
」

を
蔣
子
文
だ
と
す
る
。

（
29
）　
『
晉
書
』
卷
六
十
四
會
稽
文
孝
王
衟
子
傳
參
照
。

（
30
）　
『
幽
朙
錄
』
第
一
一
八
話
（『
太
平
御
覽
』
卷
三
百
五
十
九
所
引
）。

（
31
）　

歬
揭
㊟
（
26
）
胡
阿
祥
論
文
が
、
蔣
子
文
信
仰
が
東
晉
南
朝
の
廣
範
圍
に
わ
た
っ

て
い
た
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
。

（
32
）　
『
北
堂
書
鈔
』
卷
一
百
四
十
四
（
粥
篇
、
四
海
神
な
し
）、
卷
一
百
五
十
二
（
☃
篇
、

四
海
神
の
名
は
あ
る
が
具
體
名
な
し
）、『
藝
文
類
聚
』
卷
二
、（
天
部
・
☃
、
四
海

神
の
名
は
あ
る
が
具
體
名
な
し
）、『
初
學
記
』
卷
二
（
天
部
・
☃
、
四
海
神
な
し
、

同
項
に
『
太
公
伏
符
陰
謀
』
を
出
處
と
す
る
四
海
神
の
名
を
含
む
同
內
容
あ
り
）、『
文

選
』
卷
十
三
謝
惠
連
「
☃
賦
」
李
善
㊟
（
四
海
神
な
し
）
等
。『
天
地
瑞
祥
志
』
の

引
用
文
は
、
四
海
神
の
個
別
の
名
ま
で
し
る
す
。

（
33
）　

五
衟
大
神
に
つ
い
て
は
、
小
田
義
久
「
五
衟
大
神
攷
」（『
東
方
宗
敎
』
第
四
八
號
、

一
九
七
六
年
）、
荒
川
正
晴
「
北
朝
隋
唐
初
の
在
俗
佛
敎
信
徒
と
五
衟
大
神
」（
加
地

伸
行
博
士
古
稀
記
念
論
集
刊
行
會
編
『
中
國
學
の
十
字
路
』
硏
文
出
版
、
二
〇
〇
六

年
）、
鄭
阿
財
「
從
敦
煌
吐
魯
番
文
書
論
五
衟
將
軍
神
考
」（『
敦
煌
佛
敎
文
獻
文
學

硏
究
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
六
年
）、
山
口
建
治
「
五

衟
神
と
武
塔
神
」（『
オ
ニ
考　

コ
ト
バ
で
た
ど
る
民
閒
信
仰
』邊
境
社
、二
〇
一
六
年
、

初
出
二
〇
一
三
年
）
等
參
照
。

（
34
）　
『
冥
報
記
』
卷
中
「
睦
仁
蒨
」
や
『
廣
異
記
』
の
「
薛
義
」（『
太
平
廣
記
』
卷
二

百
七
十
八
）「
王
籍
」（『
太
平
廣
記
』
卷
三
百
四
）
な
ど
。『
冥
報
記
』
の
五
衟
神
は
、

泰
山
府
君
や
閻
羅
王
と
列
記
さ
れ
、
の
ち
の
十
王
に
入
れ
ら
れ
る
五
衟
轉
輪
王
に
つ

な
が
っ
て
い
く
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
35
）　

六
朝
志
怪
に
お
け
る
廟
に
關
し
て
は
、
先
坊
幸
子
「
六
朝
「
廟
神
說
話
」」（『
中

國
中
世
文
學
硏
究
』
第
四
〇
號
、
二
〇
〇
一
年
）
等
が
あ
る
。
ま
た
『
水
經
㊟
』
の

廟
に
關
し
て
は
、
宮
川
尙
志
「
水
經
㊟
に
見
え
た
祠
廟
」『
六
朝
史
硏
究　

宗
敎
篇
』

平
樂
寺
書
店
、
一
九
六
四
年
、
初
出
一
九
三
九
年
）
參
照
。

（
36
）　

歬
揭
㊟
（
35
）
先
坊
論
文
に
よ
れ
ば
、
廟
に
關
す
る
志
怪
で
も
、
記
錄
で
も
、
廟

神
が
祀
ら
れ
る
に
至
っ
た
經
緯
を
し
る
す
話
は
、
大
勢
を
占
め
る
。

（
37
）　
「
九
⺼
七
日
」
は
、
現
行
二
十
卷
本
『
搜
神
記
』
卷
五
の
丁
新
婦
は
「
九
⺼
九
日
」

に
作
る
が
、
從
來
類
書
な
ど
で
も
「
九
⺼
七
日
」
に
作
る
例
が
あ
り
、
本
來
は
「
九

⺼
七
日
」
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
疑
念
が
示
さ
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
。『
天
地
瑞

祥
志
』
で
「
九
⺼
七
日
」
と
あ
る
こ
と
は
、「
九
⺼
七
日
」
說
を
補
强
し
て
く
れ
よ
う
。

（
38
）　

小
南
一
郞
「｢

十
王
經｣

の
形
成
と
隋
唐
の
民
衆
信
仰｣

（『
東
方
學
報　

京
都
』

第
七
四
册
、
二
〇
〇
二
年
）、
二
四
二
頁
參
照
。

［
附
記
］
本
稿
は
、
日
本
中
國
學
會
第
六
十
七
回
大
會
に
お
け
る
口
頭
發
表
が
も

と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
公
益
財
團
法
人
豐
秋
奬
學
會
及
び
科
學
硏
究
費
助
成

事
業
基
盤
硏
究
（
Ｂ
）（
一
般
）「
歬
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
術
數
文
化
の
形
成

と
傳
播
・
展
開
に
關
す
る
學
際
的
硏
究
」（
課
題
番
號16H

03466　
硏
究
代
表
者
水

口
幹
記
）
の
助
成
を
受
け
た
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




